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「定期預金規定集」新旧対照表（下線部分が改定箇所） 
 

現   行 改 定 後 

＜共通事項＞ 
１．～１８．（省略） 
 
＜期日指定定期預金規定＞ 
１９．～２１．（省略） 
 
＜自動継続期日指定定期預金規定＞ 
２２．～２５．（省略） 
 
＜自由金利型定期預金規定＞ 
２６．（省略） 
 
２７．（利息) 
（１）～（２）（省略） 
（３）この預金を後記２８．（１）により満期日前に解約する場合および前記１４により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日の前日までの日数（以下「預入
日数」といいます。）および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。 
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利 

息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 
① 預入日の１か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC（BおよびCの算式によ 
り計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Cの算式による利率が０%を下回るときは預
入時（書替時）の普通預金利率とします。）のうち、いずれか低い利率。 

 

Ａ．解約日における普通預金の利率 

Ｂ．約定利率－（約定利率×３０%） 

（基準利率-約定利率）×（約定日数-預入日数） 

Ｃ．約定利率－  
預入日数 

 
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を通帳（証書）記載の満期日まで新たに預入するとし

た場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。 
 

  ② 預入日の１か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率（小数
点第４位以下は切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が０%を下回るときは、預入時（書
替時）の普通預金利率とします。）のうち、いずれか低い利率。 

 

Ａ．約定利率－（約定利率×３０%） 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｂ．約定利率－ 
預入日数 

 
（４）（省略） 
 
２８．（省略） 
 
＜自動継続自由金利型定期預金規定＞ 
２９．（省略） 
 
３０．（利息） 
（１）～（３）（省略） 

＜共通事項＞ 
１．～１８．（同左） 
 
＜期日指定定期預金規定＞ 
１９．～２１．（同左） 
 
＜自動継続期日指定定期預金規定＞ 
２２．～２５．（同左） 
 
＜自由金利型定期預金規定＞ 
２６．（同左） 
 
２７．（利息) 
（１）～（２）（同左） 
（３）この預金を後記２８．（１）により満期日前に解約する場合および前記１４により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日から解約日の前日までの日数（以下「預入
日数」といいます。）および次の利率によって計算し、この預金とともに支払います。 
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利 

息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 
① 預入日の１か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC（BおよびCの算式によ 
り計算した利率の小数点第４位以下は切捨てます。ただし、Cの算式による利率が預入時の普通預金利
率を下回るときは預入時（書替時）の普通預金利率とします。）のうち、いずれか低い利率。 

 

Ａ．解約日における普通預金の利率 

Ｂ．約定利率－（約定利率×３０%） 

（基準利率-約定利率）×（約定日数-預入日数） 

Ｃ．約定利率－  
預入日数 

 
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を通帳（証書）記載の満期日まで新たに預入するとし

た場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。 
 

  ② 預入日の１か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率（小数
点第４位以下は切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が預入時の普通預金利率を下回ると
きは、預入時（書替時）の普通預金利率とします。）のうち、いずれか低い利率。 

 

Ａ．約定利率－（約定利率×３０%） 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｂ．約定利率－ 
預入日数 

 
（４）（同左） 
 
２８．（同左） 
 
＜自動継続自由金利型定期預金規定＞ 
２９．（同左） 
 
３０．（同左） 
（１）～（３）（同左） 

 



 

２ 

 

現   行 改 定 後 

（４）この預金を後記３１．（１）により満期日前に解約する場合および前記１４により解約する場合には、
その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約
日の前日までの日数（以下「預入日数」といいます。）および次の利率によって計算し、この預金ととも
に支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合
は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 
① 預入日の１か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC（BおよびCの算式によ 
り計算した利率の小数点第４位以下は切捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が０％を下回
るときは預入時（書替時）の普通預金利率とします。）のうち、最も低い利率。 
 

Ａ．解約日における普通預金の利率 

Ｂ．約定利率－（約定利率×３０%） 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｃ．約定利率－ 
預入日数 
 

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を通帳（証書）記載の満期日（継続をしたときはその
満期日）まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所
定の利率をいいます。 

 
  ② 預入日の１か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率（小数

点第４位以下は切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が０%を下回るとき は、預入時（書
替時）の普通預金利率とします。）のうち、いずれか低い利率。 

 

Ａ．約定利率一（約定利率×30%） 

           （基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｂ．約定利率－  
預入日数 

 
（５）（省略） 
 
３１．（省略） 
 
（以下省略） 

（４）この預金を後記３１．（１）により満期日前に解約する場合および前記１４により解約する場合には、
その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約
日の前日までの日数（以下「預入日数」といいます。）および次の利率によって計算し、この預金ととも
に支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合
は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 
① 預入日の１か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC（BおよびCの算式によ 
り計算した利率の小数点第４位以下は切捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が預入時の普
通預金利率を下回るときは預入時（書替時）の普通預金利率とします。）のうち、最も低い利率。 
 

Ａ．解約日における普通預金の利率 

Ｂ．約定利率－（約定利率×３０%） 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｃ．約定利率－ 
預入日数 
 

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を通帳（証書）記載の満期日（継続をしたときはその
満期日）まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所
定の利率をいいます。 

 
  ② 預入日の１か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率（小数

点第４位以下は切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が預入時の普通預金利率を下回ると
き は、預入時（書替時）の普通預金利率とします。）のうち、いずれか低い利率。 

 

Ａ．約定利率一（約定利率×３０%） 

           （基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｂ．約定利率－  
預入日数 

 
（５）（同左） 
 
３１．（同左） 
 
（同左） 

 


